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「（仮称）宮っこを守り・育てる都市宣言」（素案）に関する 

パブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

⑴ 意見の募集期間  令和５年１２月４日（月） ～ 令和６年１月５日（金） 

 

⑵ 意見の応募者数   ９名 

意見数  ２３件 

 

⑶ 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 計 

人数 ０ ５ ３ １ ９ 

 

２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 件数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し，宣言に盛り込むもの ４件

Ｂ 意見の趣旨等は，宣言に盛り込み済みと考えるもの ３件

Ｃ 宣言の参考とするもの ８件

Ｄ 宣言に盛り込まないもの ０件

Ｅ その他，要望・意見等 ８件

計 ２３件

 

№ 区分 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ Ａ 「人間力」を具体的に説明する

とさらに分かりやすいと感じた。

（１，４ページ） 

 ご意見の内容を踏まえ，下線部

分のとおり追加します。（１ペー

ジ） 

 

また，こどもは「守られるもの」

であると同時に，「自ら育つもの」

でもあります。こどもたちが夢を

かなえるために，絶え間ない努力

や熱意，逆境を乗り越える力など

が必要であり，それらは人とのつ

ながりの中で磨かれ，こどもたち

の育ちの根幹となる「人間力」と

なると考えます。 

２ Ａ 「人間力」という表現につい

て，解説もなく，よく分からなか

ったため，別の言葉で表現した方

が良いのではないか。（１，４ペ

 ご意見の内容を踏まえ，下線部

分のとおり追加します。（１ペー

ジ） 

 

資料１
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ージ） また，こどもは「守られるもの」

であると同時に，「自ら育つもの」

でもあります。こどもたちが夢を

かなえるために，絶え間ない努力

や熱意，逆境を乗り越える力など

が必要であり，それらは人とのつ

ながりの中で磨かれ，こどもたち

の育ちの根幹となる「人間力」と

なると考えます。 

３ Ａ 『「こども」の定義』について，

「心身の発達の過程にある者」と

されているが，抽象的ではない

か。また，Ｐ．１８には「１９歳

以上の大人」との記載があり，ど

ちらが正しいのか。（１，１８ペ

ージ） 

 国の「こども基本法」において

は，１８歳や２０歳といった年齢

で必要なサポートがとぎれない

よう，心と身体の発達の過程にあ

る者を「こども」と定義しており，

本宣言はその考え方を踏襲して

います。 

ご意見の内容を踏まえ，下線部

分のとおり修正します。（１８ペ

ージ） 

 

・「高校３年生」⇒修正後「高校

３年生相当の方」 

・「１９歳以上の大人」⇒修正後

「１９歳以上の方」 

４ Ａ 「具体的な取組イメージ」に「防

災教育」の記述がないので「こど

もたちが，地震，台風，局地的豪

雨，落雷，土砂災害などによる被

害に巻き込まれないよう，ハザー

ドマップの活用や災害時の対応

方法など，防災教育に取り組みま

しょう。」の文言を追加してはど

うか。（１１ページ） 

 ご意見の内容を踏まえ，下線部

分のとおり追加します。（１１ペ

ージ） 

 

・ こどもたちが災害による被害

に巻き込まれることがないよ

う，災害への備えや対応など，

防災教育に取り組みましょう。

５ Ｂ 全体的に将来を考えさせられ

る記述が多かったように感じる。

将来のことを考え，夢や希望を持

つことは大切であるが，それがで

きない子どもたちにとっては，夢

や希望を持つように強いられて

いるように感じてしまうのでは

ないか。 

 本宣言は，すべての子どもが夢

や希望を持って健やかに成長で

きる社会の実現に向けた大人の

行動規範であります。今，夢や希

望を持つことが難しい子どもた

ちでも，それぞれの置かれた環境

や子どもたち自身の状況に左右

されることなく，笑顔でいきいき
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企業の「具体的な取組イメー

ジ」にある職業体験や工場見学な

どを行うことは，子どもたちが将

来を考えるきっかけや良い刺激

になるのではないか。（１３ペー

ジ） 

と成長できる社会を実現してい

くため，将来に関する記述を取り

入れております。 

 また，ご指摘のとおり，子ども

たちが自分の将来を考える上で，

様々な職業を体験したり，職場を

自分の目で見ることは重要であ

りますことから，企業等とも連携

しながら子どもの職業体験の取

組を推進してまいります。 

６ Ｂ 子どもたちを「育てていく」と

いう意識なのか，「育ちを支えよ

う」という意識なのかにより，大

きな差があると考える。「宮っこ

を育てる」という表現からは，大

人と子どもの上下関係が感じら

れ，不安に感じる。地域の「具体

的な取組イメージ」に「こどもた

ちの健やかな育ちを応援しまし

ょう。」という表現があり，この

意識をより強く打ち出していけ

ると良いのではないか。（１２ペ

ージ） 

 ご指摘のとおり，「子育て」に

は子ども自身の育ちである「子育

ち」と大人が子どもを育てる「子

育て」の２つの意味が含まれるも

のと認識しており，「２ こども

が夢や希望にあふれ，心豊かに成

長できる環境づくりに取り組み

ます。」の解説にもその旨を記載

しているところであります。（７

ページ） 

７ Ｂ 宣言の冒頭で子どもたちへの

問いかけの表現を用いているが，

「未来を生きるこどもたち」は問

いかけの対象として適当なのか。

また，宣言の対象として未来の

子どもたちを含むことが，冒頭に

しか記載されていないので，他の

適当な箇所にも記載があっても

良いのではないか。（１，３，４

ページ） 

 本宣言は，今を生きる子どもた

ちだけではなく，これから生まれ

てくる子どもたちも含めて，地域

社会が一体となって守り・育てて

いくことを宣言するものであり，

「未来を生きるこどもたち」も問

いかけの対象とすることで，宣言

の目的を明確にしているところ

であります。 

 また，今を生きる子どもたちを

守り・育てることが未来を生きる

子どもたちの健やかな育ちにつ

ながるものと考えております。 

８ Ｃ 冒頭で子どもたちに投げかけ

る表現が使われているが，解説を

読んで，子どもたち自身が気付か

ないうちに我慢していたり，心の

内に秘めてしまっていたことを

 賛同のご意見として承ります。
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再認識できるように工夫された

ものだと分かり，とても良い表現

だと感じた。（３，４ページ） 

９ Ｃ 「こども基本法」では，子ども

たちの意見表明の保障が大きな

テーマになっているが，そのこと

を子どもたちへの投げかけの表

現で示すというのは安易ではな

いか。呼びかけの形がふさわしい

のか再考してほしい。 

また，「自分の意思や思いを，

周りの大人に伝えられています

か」の表現は，子どもたちが意見

を表明できていないようにも感

じられる。加えて，大人が子ども

たちに意見表明の機会や権利の

保障という大きな責任を押し付

けてしまっているように感じら

れ，不安に感じた。大人としての

責任をもっと前面に出すべきで

はないか。 

願いを込めるのではなく，こう

いう将来を作りますというよう

な明確な方向性や意味が薄れて

しまうのではないか。（３，４ペ

ージ） 

 子どもたちへ問いかける３つ

の文章につきましては，子どもた

ちの意見を聞く場である「イノベ

ーション miya ユース会議」にお

いて，子どもたちから「話を聞い

てほしい」や「こどもの気持ちを

考えて」などの提言がなされたこ

とや，子どもの意見の尊重が「子

どもの権利条約」の４つの原則の

１つであるとともに，「こども基

本法」の基本理念にも掲げられて

いることから，大人の押し付けと

なる宣言とならないよう，子ども

たちに状況や気持ちを確認する

表現としたところであります。 

 また，子どもたちへの問いかけ

の表現とすることで，大人たちが

自らの行動について，省みていた

だくきっかけを作り，子どもたち

の意見表明の機会の確保や権利

の保障等について，適切な行動を

促すことを狙いとしております。

１０ Ｃ 宣言の名称について，もっと子

どものもつ素質のようなものを

信じるような宣言の名称であっ

てほしい。（３ページ） 

 本宣言においては，子どもたち

の様々な可能性や資質を前提と

し，それを最大限発揮できる社会

となるよう，周囲の大人たちが本

宣言の内容を理解・実践し，子ど

もたちの資質を伸ばすことがで

きる社会の実現を目指してまい

ります。 

１１ Ｃ 「すべてのこどもたちが生ま

れ育った環境に左右されること

なく」という考え方に共感する。

解説でもこの表現が度々出て

くるが，まずは大人がすべての子

どもたちを平等に見ることが子

どもを「守り・育てる」ことのス

タートだと考える。このような考

 賛同のご意見として承ります。

 ご指摘のとおり，子どもが権利

の主体として尊重されることが

重要であり，大人は子どもと同じ

目線で，耳を傾けながら守り・育

てていく必要があると考えてお

ります。 
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えを取り入れた本宣言は素晴ら

しいと思う。（４ページ） 

１２ Ｃ これからの宇都宮を作ってい

くのは子どもたちであるため，

「こどもたちのために何が最も

よいことかを常に考え」の文章に

共感した。（５ページ） 

 

 賛同のご意見として承ります。

 

１３ Ｃ 「４ 地域社会が，こどもを温

かく見守り，安全・安心の確保や

一人ひとりに合った支援に取り

組みます。」の考え方に賛同する。

大人が子どもを見守り支援す

ることにより地域社会の再生と

治安悪化を食い止めるという側

面があり，「都市宣言」として模

範となるものと思料する。（８，

９ページ） 

 賛同のご意見として承ります。

１４ Ｃ 「具体的な取組イメージ」の

「こどもたちが交通事故に巻き

込まれることがないよう，安全な

歩行や自転車の利用など，交通安

全に取り組みましょう。」の考え

に賛同する。子どもたちは移動手

段として自転車を利用すること

が多く，加害事故となる事例が発

生している。子どもたちが加害者

となり，延いては経済的不利益を

被ることを考慮すると，交通ルー

ル・マナーの順守など交通安全教

育の取組は必須であると考える。

また，自転車保険加入が義務化

されたことに伴い，被害者の保護

および加害者の資力確保の観点

から，学校側からも啓発をお願い

したい。（１１ページ） 

 賛同のご意見として承ります。

 引き続き，市教育委員会や学校

などと連携を図りながら交通安

全教育等に取り組んでまいりま

す。 

１５ Ｃ 「イノベーション miya ユース

会議」で子どもたち自身の意見や

提案が出されたことを嬉しく思

う。「結果より努力を認めて」，「お

互いに理由を聞いてほしい・教え

 「イノベーション miya ユース

会議」で子どもたちから提言され

たキーワードを踏まえて本宣言

の内容を検討してきたところで

あり，今後も，本市の施策や事業
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てほしい」のキーワードは大切だ

と考える。（１７ページ） 

に対する子どもたちの意見表明

の機会を確保してまいります。 

１６ Ｅ 「３ すべての家庭が，安心し

てこどもを産み育てることがで

きる環境づくりに取り組みま

す。」について，具体的にどのよ

うな環境を作っていくのか。（８

ページ） 

 本市では妊娠，出産，子育てを

希望する全ての方がその希望を

かなえられる環境づくりに取り

組んでいるところであり，引き続

き，市民の皆様の声を伺いなが

ら，宣言に掲げた理念の実現に取

り組んでまいります。 

１７ Ｅ 子どもの将来が決まらないこ

とを心配して，子どもに口出しし

てしまう大人が多いと考える。

「子どもの権利等に関するアン

ケート」結果からも分かるよう

に，「あまり口出しせず見守って

いてほしい」と考える子どもが多

いことから，大人は過干渉になら

ないように配慮すべきである。

（１８ページ） 

 「子どもの権利等に関するアン

ケート」結果や「イノベーション

miya ユース会議」でなされた提

言などを踏まえ，大人は，子ども

たちを個人として尊重し，子ども

たちの意見表明の機会を確保す

るとともに，その意見を受け止

め，子どもの最善の利益を考えな

がら，行動していくことが重要で

あると認識しております。 

 本宣言においては，家庭の「具

体的な取組イメージ」の中で，子

どもの意見を聞くことや価値観

の押し付けに配慮することなど

の記述を取り入れたところです。

１８ Ｅ 子どもや子育て家庭が地域に

協力を求められる環境を整える

ためには，地域の方々が協力をし

てくれる，したくなるような取組

も必要だと考える。学校で地域参

観日を作り，頑張っている子ども

たちの姿を見てもらう機会を作

るなどの取組ができると良い。

（１２ページ） 

 いただいたご意見も踏まえ，地

域が一体となって子どもや子育

て家庭を支えていける環境づく

りに取り組んでまいります。 

１９ Ｅ 性被害にあう子どもたちをゼ

ロにすることが必要であると考

える。（１１，１２ページ） 

 子どもの性被害問題について

は，全国的にも問題となっている

ものと認識しており，本宣言を市

民の皆様と共有することにより，

子どもを守ることができる社会

の実現を目指してまいります。 

２０ Ｅ 「子どもの権利条約」の精神を

反映した都市宣言が取りまとめ

 賛同のご意見として承ります。

 本宣言を広く周知する中で，子
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られ，市民に啓発されることを歓

迎する。今後，この条約の主体で

ある子どもたちに条約の内容を

分かりやすく広報されることを

期待する。（４，６ページ） 

どもの権利等についても分かり

やすく周知してまいります。 

２１ Ｅ 広報紙で子どもたちの声や願

いを表現した絵や詩，作文などを

紹介してほしい。 

 いただいたご意見を参考にさ

せていただきます。 

２２ Ｅ 全ての子どもが平等を実感で

きる施策として小・中学校の給食

無償化を実現してほしい。 

 いただいたご意見を参考にさ

せていただきます。 

２３ Ｅ 平和と子どもの幸せを願い活

動している。条約を学び，小学校

の読み聞かせや子ども食堂のボ

ランティアを通して，子どもたち

と交流し，子どものそばにいる大

人でいたいと思う。 

本市の子育て施策に御協力い

ただきありがとうございます。本

宣言を市民の皆様と共有するこ

とにより，地域が一体となって子

どもを守り・育てる社会の実現に

取り組んでまいります。 

 


